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（　追　加　提　案　分　）

議案番号 議 案 名 頁

報告第 ９ 号
市長専決処分の報告について
（損害賠償の額の決定について）

１

議案第 73 号
生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

３

令 和 ４ 年 生 駒 市 議 会 （ 第 ５ 回 ） 定 例 会 議 案 目 録



報告第 ９ 号 

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  令和４年９月２９日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 

-1-



専第 ６ 号  

 

専   決   処   分   書  

 

損害賠償の額の決定について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて

議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決定

について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

                  記  

１ 事故区分及び事故発生年月日 

物損事故 

令和４年６月２２日（水）午後４時１５分頃 

２ 事故発生場所 

生駒市門前町地内 

３ 損害賠償額 

１４０，８００円 

４ 事故の概要 

  上記の場所において、公用車で走行中、宅地の外壁に接触し、損傷を与え

たもの。 

 

令和４年９月１６日 

生駒市長 小 紫 雅 史  
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議案第 73 号 

 

生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和４年９月２９日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条

例 

 生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３１年１１月生駒

市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

13 令和４年１１月１日から同月３０日までの間、特別職の職員の給料月額は、

別表第１の規定にかかわらず、同表に規定する額から、その額に１００分の１

０を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第４条の２、第５条及び別表第

２の規定を適用する場合における給料月額は、別表第１に規定する額とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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